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【刑  法  問題】  

  

  

次の〔設問〕に答えなさい。  

 

〔設問〕  

以下の事例に基づき、Ｘの罪責について論じなさい（建造物侵入罪、特別法違  

反は除く。）。  

 

某日、Ｙの息子Ｘは、Ｙが所有するクレジット機能の付いたキャッシュカード  

をＹに無断で持ち出し、Ａ銀行のＡＴＭで現金４０万円を引き出した。  

その後、さらにＸは、ＹになりすましＢ電気量販店でこのカードのクレジット

機能を利用して、売上票の署名欄にＹの氏名を記入したうえで２０万円のデジタ

ルカメラを購入した。  
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Ｃ日程  刑法：出題趣旨・解説・講評  

 

≪出題趣旨≫  

本問は、具体的事例を通して、窃盗罪、親族相盗例の適用、詐欺罪、有印私文書偽造

罪・同行使罪等、各犯罪の構成要件の理解を問う趣旨で出題した。  

 

≪解説≫  

１  Ｘのキャッシュカードを勝手に持ち出した行為  

(1)窃盗罪の成否  

Ｙは、Ｘのキャッシュカードを勝手に（＝故意に）持ち出しているので、窃盗罪の

成否が問題となる。当該カードは、クレジット機能を備えるなどの財産的価値を有す

るのであるから、「財物」（２３５条１項）に当たる。また、ＹはＸの意思に反して

当該カードの占有を侵害しており、この行為は「窃取」（同条同項）に当たる。  

 したがって、Ｙの行為にはＸのキャッシュカードに対する窃盗罪が成立する。  

(2)親族相盗例（２４４条１項）の適用  

もっとも、ＹはＸの息子であり、直系血族に当たるため、親族相盗例が適用され、

Ｘのキャッシュカードに対する窃盗罪の刑は免除される。  

 親族相盗例については、犯罪（窃盗罪）は成立するが、親族という身分の存在のた

めに一身的に処罰が免除されるにすぎないと解すべきである（人的処罰阻却事由説・

政策説）。  

この点について、最近の最高裁判例として、家庭裁判所から選任された未成年後見

人が業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合、未成年後見人と未成

年被後見人とのあいだに刑法 244 条１項所定の親族関係があっても、その後見事務は

公的性格を有するものであり同条項は準用されない、とした（最決平 20・２・ 18）。

すなわち、最高裁判所は、未成年後見人の地位にあった被告人との関係について、職

権で判断し、「刑法２５５条が準用する同法２４４条１項は、親族間の一定の財産犯

罪については、国家が刑罰権の行使を差し控え、親族間の自律にゆだねる方が望まし

いという政策的な考慮に基づき、その犯人の処罰につき特例を設けたにすぎず、その

犯罪の成立を否定したものではない」と判示し、政策説を採る旨明らかにした。  

 

２  Ａ銀行のＡＴＭで現金４０万円を引き出した行為  

(1)窃盗罪の成否  

 Ｙは、窃取したＸ名義のキャッシュカードを用いて、故意にＡＴＭから現金４０万

円を引き出しているのであり、この行為は、キャッシュカードの被害者Ｘの法益とは

別の ATM の管理者である A 銀行の法益を被害者とする窃盗行為である。したがって、

もはや不可罰的事後行為とはいえない。  
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 すなわち、Ｙの行為は、ＡＴＭの管理者であるＡ銀行の現金という「財物」に対す

る占有を、すでに窃取したキャッシュカードを不正に利用して侵害したものであるか

ら「窃取」に当たる。  

 以上から、Ｙの行為には A 銀行の現金４０万円に対する窃盗罪が成立する。  

(2)親族相盗例の適用の有無  

 なお、親族相盗例が適用されるためには、犯人と被害者との間に存在することが必

要である。したがって、Ｙに成立した A 銀行の現金４０万円に対する窃盗罪の刑は免

除されない。  

 

３  Ｂ電気量販店で２０万円のデジタルカメラを購入した行為  

(1)詐欺罪（２４６条１項）の成否  

 Ｙは、Ｂ電気量販店でＸのキャッシュカードのクレジット機能を利用して、２０万

円のデジタルカメラを購入しているが、その際、Ｙは店員にカードを提示して取引を

申し込んだものと考えられる。  

 当該行為は、キャッシュカードの利用者と名義人との間の同一性を装って行われた

ものとして、欺罔行為と認められる。その結果、店員は正常な取引の申し込みである

と錯誤に陥り、その錯誤にもとづいて、財物たる２０万円のデジタルカメラを交付し、

Ｙはこれを受け取っている。そして、各構成要件要素は、Ｙの詐欺の故意に包摂され

ており、不法領得の意思も認められる。  

 以上から、Ｙの行為には B 量販店に対する１項詐欺罪が成立する。  

(2)有印私文書偽造・同行使罪の成否  

 Ｙは、Ｘになりすまして、Ｘのキャッシュカードのクレジット機能を利用するに際

し、売上票の署名欄にＸの氏名を記入した。  

 Ｙの行為は、Ｘの名義を冒用して、カード名義人による購入を確認する書面、すな

わち「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」（１６１条１項）を作り出す「偽

造」（同条同項）に当たるから、有印私文書偽造罪が成立する。そして、偽造された

文書を含む売上票を差し出す行為は、偽造有印私文書行使罪に該当する。  

 以上から、Ｙの行為には有印私文書偽造罪、同行使罪が成立する。両罪は牽連犯（５

４条１項）の関係になる。  

 

４  罪数  

有印私文書偽造罪、同行使罪、詐欺罪との間には、順次、手段結果の関係があるか

ら、牽連犯（５４条１項）となる。これと窃盗罪は併合罪（４５条）となる。  
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≪講評≫  

 採点の結果、作成された答案について概ね良好な答案が多かったといえるが、以下

では、採点に関してとくに気づいた点について列挙しておく。  

 まず、親族相盗例の適用（２４４条１項）の有無について検討することについて気

の付いていない答案が多数見受けられた。  

さらに、親族相盗例の適用には気が付いていたものの、適用された場合の「刑の免除」

の意義について無罪判決と勘違いしているものがあった。刑の免除（刑事訴訟法３３

４条）は、有罪判決の一種であって、けっして無罪判決ではない。  

また、刑が免除される理由についても簡潔でよいから述べて欲しかった（上記解説

参照のこと）。  

次に、Ａ銀行のＡＴＭから現金を引き出した行為について、電子計算機使用詐欺罪

（２４６条の２）の成立を認める答案も散見された。しかし、同罪の客体は、あくま

で「財産上の利益」であるので、現金引き出し行為についてまで同罪の成立を認める

のは失当である。  

最後に、私文書偽造罪の成否の検討に関して、ごく少数であったが、偽造罪ではな

く、署名欄への署名をとらえて私印・署名等偽造罪（１６６条１項）の成否を論じて

いる答案があった。文書偽造罪が成立するときは、印章・署名の偽造はそれに含めて

理解されるから、同罪が独立に処罰の対象とされるのは、文書の偽造が未遂に終わっ

た場合に限られるのである。とっさの思い付きでそのような回答になったと思われる

が、各自、基本書等で確認されたい。  

以  上  

 

 


